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■㎜ｌ　 、　　　　　　　 ．　　　　　　 ・　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ●
‘ 第 ３ の １ ２ に よ る 「 公 共 交 通 機 関 の 利 用 が 著 し く 困 難 な 地 域 に 居 住 す る 者 が 通 院
゜･ ●･

．･、　　　　　 ｌ　ｌ･･　　　　　　　　　 ・　　　　　　　　　　　　　 Ｉ Ｓ　　　
．　　　　　　　　　 ．

厂 犬 等 の だ め に 自 動 車 を` 必 要 と す る 場 合j- に お い て 、 そ れ ぞ れ 各 要 件 に 該 当 す る こ と

＼ が 必 要 で あ り 、 本 件 に つ い て は 以 下 の と お り 当 該 要 件 を 充 足 し て い る と は 言 え ず 、
・　　　 ●．　　　　　　　　　　　　　 、 ●　　　　　　　　　　　 ．●　　　　　　　　　　 ・　●

■■　　　　　　　　　　 Ｉ　　　●　　　　　　　　 ・　．　 丶　　　　　　　　　　　 ・
､／　 保 有 の 容 認 が で き な い も の･．　 ノ　　　　 犬　　　　　　 厂　　 … ……
I厂　’　 ゛･･.　　　　　　　

、･　　・　FI
‘　I　　　　　

｀　　 ゜I :.　　 ‘　　 ’I　　’..　　　　　 ‘･　　:･　 ・…
…… ・　 瞶 求 人 は 公 共 交 通 機 関 が 蓍t イく 困 難 な 地 域 に 居 住ﾚ て り な い ・.

‥‥　 ‥
‥

.匸 請 求 人 は 就 労 し て お ら ずl 自 動 車 の 維 持 費 を 大 き く 上 回. る 勤 務 収 入 が 見 込 め なj
､　　　　　　　　　･9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 －､　 ・

二‥
‥ ‥

い こ と 、 そ の 他 、 自 動 車 の 維 持 に 要 す る 費 用 の 見 通 し も 立 っ て い な か っ た に

●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・　　　　　　 ●　　　　　　　　 嵋　　ミ
/（ イ ） 世 帯 の 官 立 に つ い て ‥　 二　 ＼　 ．･．．･．　　　　･ ．･･･　　　　　･ ． ．．`

………　 将 来 的 な 就 労 開 始 の た め に 自 動 車 の 保 有 が 必 要 と な る 場 合 に は 、･課 長 通 知 問 ３

…
…… の ９ － ２ に よ り 概 ね ６ ヶ 月 以 内 に 就 労 に よ り 保 護 か ら 脱 却 す る こ と が 確 実 に 見 込
．　　　　　　　　　　　　 ・　　 ． ●．　・　　　　　　 ●　　　　　　．　　 ●

…　 …
…ま れj る も の で あ っ て 、 自 動 車 の 処 分 価 値 が 小 き く √ 維 持 費 の 捻 出 が 可 能 な 場 合 に

… … 処 分 指 導 が 保 留 さ れ る も の で あ り 、 車 の 使 珀 を 認 め る 趣 旨 で は な い ． ▽

匸 …… …こ れ ら の こ と か ら 、 請 求 人 は 維 持 費 の 捻 出 が 困 難 で あ り 、 就 労 再 開 の 目 途 も 立

I■　　　
・　　　　　･ ●I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ●
つ て い な い 状 況 で あ る た め 、 処 分 保 留 が 可 能 と な る 要 件 に は 該 当 し な い も め ． 卜

、　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　 －　　　　　　　　　　　　　　　 ■　　　　　　 ＝ －
（ ウ ） 自 動 車 の 保 有 と 保 護 開 始 時 に お け る 要 否 判 定 に つ い て　　　　 二　　　 ’

＼　 請 求 人 に 対 し 、 （ ア ） 及 び （ イ ） に つ い て 、､.保 護 開 始 後 の 指 導 ・ 指 示 と し て 説 明

■　　　　　　　　 ■　　　　　　　　　　　　
Ｉ　　　　　　　　　　　　 ●　　　 ●　　・．　　　●Ｉ ●･　　　　Ｉ　　　　　　　 ●　　　．ｌ　　、　　　ｌ　　　　 ． 

●●　　
．

： し た も の で あ り √ 自 動 車 の 保 有 の み を も っ て 保 護 の 要 否 判 定 の 要 素 と し て い な 叺

卜（ 両 ） 請 求 人 の 窮 迫 状 況i こ つ い て　　　　　　 ＼ ノ　　　　　 し

ダ ＼　 瘡 求 人 ぱ √ 挙 ど も 手 当 及 び 児 童 扶 養 手 当 の 支 給 曳 請 を し て お り 、’ 困 窮 状 態 で は

あ っ た も の の 、 急 迫 に て 開 始 す べ き 状 態 に は な か っ た ．　　　　　　　　　 二

請求人の反論



ﾚ､j:‘　 弁 明 書 記 載 の. 「 自 動 車 を 処 分 し ｔ ま で 生 活 保 護 を 受 給 す る 意 思 は な い た め 、 申 請 を
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匸 廟 峠 七 も ら い た い 」 及 び 「詒 求 人 の 意 向 に 沿 っy ｒ 海TF 処 分 を じ た 」 と の 事 実 に つ い

:……………ｔ は 否 認 す る 。j 請 求 人 は 生 活 保 護 を 受 給 す る 意 思 で あ っ た ．　 ・　　　 ・　 …… …
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ﾛ ｼﾞ 了 加 永 人 は 、 保 埃 申 請 時 に お い で 無 職 で 収 入 は 卮 く 、 離 婚 直
後 で ｀-ｵ ）ｷ の 扶 養 と

づ …………万j' 7・ を･ 控 え; 重 た ， 家
盆 延 滞 か ら 住 居 の 明 け 渡 し を 迫 ら れ て い る こ と か こら も 急 造 状
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ﾉ ……yﾚ=,･:.j一旆'･?1:.明= 白 ７ 弗 り ， た だ ち に 保 護 の 開 始 が 必 要 で 弗 る(　
，　　　　　　　　　 し　 ，
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決 定Jy 及 び 局 長 通

冫...ヽ‥‥‥‥て●･.:.'.:●･..　　･-　.丶●　　　Ｉ　　・　　　　　．　　　　　　　　　　　' ：　　　　　　　　　　　　　　 ・
ｿﾞﾚl………こ=lに1=l='知 第i l' .｢ 1 保 護 申 請 時 に お け る 助 言 指 導｣ に よ り卜 高 額 家 賃 や 処 分 価 値 の な い 車
..･･･,冫●ヅ.･.I..j・.‥/' ，.･.･･　　　　 ‘　'. I　　..　　　　　I　　　　, ●　　　　　　,･　 ゛　　 ｀■.　　　　　'.　・

ﾐ ば う い て は ， 保 護 の 要 否 判 定 の 根 拠 と は な ら ず ， 保 護 適 用 後 に お け る 法 の 目 的 達 成 一

･4. ･ ゚I･･･●･lil･　..●d　　l･　.　　　' 丶 ･ ■　　　　　　　　 ■　■　■　■　　　　　･I　　　　 ．
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との た め に 必 要 と 認 め ら れ る こ と に 関 す る 処 遇 上 の 課 題 と な る･．レ　　　 ∧
Ulj‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥　‥‥, ‥‥: ｀1-I　　　 ・　　　　　　　　 －.　　 ン　　　　　　　　　　 ・ ．'・　．　　 ，　' 一
仁ﾐ ぞ も そ でも4/｢ 高 額 家 賃 に 対 し 転 居 の 意 思 の な い こ と｣ こ及 び｢ 保 有 自 動 峯 に 対 し 処 分

ﾚ 轟 耳 吽 な, く 長 期 保 有 の 予 定 の た め｣
づ
と(Z) 稈 由 は ヽ

憚 護lﾔ 請 却T 下 処 分 の 理 由 と し ７ は

年鑪6 鈿 とず 卜 原 処 分 に お い て そj,) 外 に 理 由 は 示 さ れ て い な い ，　　 ＼　　　　 レ

宍以 亠( り ご と が ら 原 帑 分 は 取 り 消 さ れ る べ き も の で あ る ． ．・ ．．･　･．　　　　　　　･ ．

：…………汗< …
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ぐIJ=事 実 認 定･ ．･･．･･．･･･．　・．　　　 ・．
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た 廴ｿ請゙ 求 人 は4 平 成 ２ ２ 年 ８ 月2  4 日 に 生 活 保 護 申 請 を 行 っ た こ と ． ‥‥ ‥‥
‥

flyy171゙処 分 庁 は ，j請 求 人 か ら の 保 護 中 請 内 容 を 湎 認 す 弗 た め ，ﾉ台青求 人 よ り 意 刄 聴 取 し た

匸 卆 ち:. 書 母 ，･ 請 求 人 吽 憚 る 預 貯 金 調 査 ヽ
ダ 生 命 保 険 甲 声･, 課 税 調 査 √ 年 金 調 査 を 実 施

琵 処分庁はレ 請求人が「住宅基準額を超える高額家賃のアノi－卜からの転居に難色

凍 滾したことfﾉ 及び∠「子どもめ保育通園と出産後に備え自動車保有に固持したこと」

ﾀ 希゙ 理 申 々し て 、平 成 ２ ２年 ９ 月 ２ ２ 日 に 笋 断 命 鎭 を 開 催 し 、原 処 分 を 決 定 し た こ と ．
●僵..1●･I　　　 ●.　　　　　　I　　　　・　　　　　　　　　・I　　　　　　　　　　　　　　　･Ir･， ●． ■●●　　・ ●　　　　　　■　　　　　　　　 Ｉ　　　　　　　　　　 ●　

．
………処 分 庁 は ， 請 求 人 に 対 し ， 平 成 ２ ２ 年9

万月 ２ ２ 日 付 け で 保 護 申 請 却 下 決 定 の 通 知
丶.,J ●I　　● 丶　　　　

，　　．　　　・　　　 ・　　．　　　　　　’　　　 Ｉ　　　　 ¶　・　ＩＩＩ　　°・
を 行 い √ 当 該 決 定 通 知 書 の 却 下 理 由 を 「 そ の 他 」 と し た こ と 。

¶　■　　¶　　　　　　　　　　　　　 ●　　●　　　 ●　　１●　　　　　　　　　　　　　　　 ●　　　　　 ・

本歯洫請求における争点は、‘ 処分庁が請求人からの保護申請に対して、当該却下瑾

をｊその他｣＼として原処分を行った行為が、妥当であるといえるか否かである。ご

…………j‘ ご 以 下 の と お り 判 断 す る 。

法 第4 条 第1 項 に お い て 、「保 護 は 、 生 活 に 困 窮 す る者 が 、 そ の利 用 し 得 る 資 産 、 能

■　　　　　　　　　　　　
・　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

力 そ の 他 あ ら ゆ る も の を 、 そ の 最 低 限 度 の 生 活 の 維 持 の た め に活 用 す る こ と を 要 件 と

Tし そ 行 わ れ る 。」｡と 規 定 さ れて い る √　　　 … ……　　 ‘　　　 卜　　　 十



嵩知県知事　　尾崎

φ

コ また、法第２４条第１項では、汀保護の実施機関は、保護の開始の申請
があったとき

:=jは、］保護の要否、種類i 程度及び方法を決定し ＼ヽ申請者に対しｔ 書画をりってこれを

適知し なけれぱな:らない。」とあり、同条第２項で、r 前項の書面には、決定の
理由｡を

△ ………兩 さ な け れ ぱ な ら な い ．」いとさ れ て い る ．　　　　　　　　 ヶ ノ　　　　 ‥

∧　 さ ら に 、「生 活 保 護 行 政 を 適 正 に 運 営 す る た め の手 引 きに つ い て 」（平 成 １ ８ 年 ３ 月

∧3
, 
O 日 厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局保 護 課 長 通 知 ）（以 下 イ課 長 通 知 ） と い う ．戸1 申` 請

……
‘･こ､y相 涙 か ら保 護 の 決 定 ま で の対 応 」（3 ）1に お い て 、「保 護 の 要 否 判 定ヽ 保 護 の 決 定 に あ

Ｊ　､l　､　　　　　　 ●　　　　.　　　　　　　　　　　　　　　　¶ ¶
” …………　゜　　　..二_...･--　- こ...ふ ょl･.､！ａ､4fcfc RV* T　　Ｓ Ｓ ’Ｓ ｊｌ罵 アK仙 沽 柚 旅 情 の 活 用等 が 十”- ● '--

は 、＼要 保 護 者 へ の 調 査 指 導 を 徹 底 し 、 資 産 、'能 力 及 び 他 法 他 施 策 の 活 用 等

ミ　･-　-･四 丶_
1 ヶ － ス に 対 し て は 、 適 切 な 助 言 指 導 を 行 う ．り資 産 、 能 力 等 の

活 用 に 闊 す る 助

.　　　　 ゜　　　　　　　　1　　　　 ♂　　　　　　I･I”‘｀ ●｀~ 皿--.I　I_●.
に従わ万ないときは、真に急迫した状況’（生存が危うい場合その他社会通念上放

●゚．　　　　●　　１●　　　　　 ．　　　　　Ｉ　　　　　　 ■　　　　 ・
じ 難 い と 認 め ら れ る 程 度 に 情 況 が 切 迫 し て い る 場 合 を い う ．） に あ る 場 合 を 除 き 、 保

ﾐ　ｰ､　 °-. －　　　 ・　　I 丶
の要 件を欠く も のと して｡申請 を却下 す る こと も検討 する。」 とさ れ

てい る。

=-邏　■゜･-a●s-｡|i輟　之「ﾌﾞﾌﾞ彎？黔?‘゙i!]み7` ゛J` '“'`‘ ｀゙ ク`‾'“”`“ ゛゙”'´ ″`T7 ‾‾‾匸'
三万､ﾌﾆ……これを本件についてみると、処分庁は原処分に当たり、｢住宅基準額内の居宅への

転
●-･-･W ●.ﾐ

導 に 難 色 を 示 し た こ と ．｣ 、｢
自 動 車 の 処 分 指 導 に 従 わ ず 、 そ の 保 有 に 固 持 し た こ

1..　.　　　 ●　II･　 ●　 ●　.　　　　　
－　　.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.

゛^　 ｀I‘ ゛'-` ゛ ＆●' ﾊﾟ`ヽ Ｍ･ 宀SI 亠 測●　II･　・　・　.　　　　　－　　. ■
して決定し、請求人に原処分の通知を行ったが、当該通知の決定理由が

るように、「その他」となっている。これは、請求人が決定理由と理解
……宍=二=1:17111冖 ？ やｃ 亡' ‘` ●゙'－ ｀^ -" －"- 一一一

卜J……ﾚ……11=,1:そ･き. 一旨 内I.齒 と は い え ず ，I当 然 に 違 法 な 行 為 で あ る こ
と に 疑 い の 余 地 は な い

二
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そ￥(Ｌyｄヽｖで八 ７ ヽ　＝ljｓ91－ｓs=` ゛゙ ,゙ l' ″゙ 厂 ‾て　
ー一一' いよ 亠;　i-114J-l 一目11-l-ヽ ，廴住宅基準額を超え岑家賃の居宅からの転居や自動車保有に関する認否につい

あくまで指示・指導の範疇でありj、保護の要否における要件と喋なり得ず、こ

始時及び保鑛受給後においても同様である。
卜,･ ……'●y゛゚｀･り` ？ ―゙lj●i/゙粐4゙ '4ん/V ^ K･-.●-みｰ-一......　　I･
………=……厂]J:き 画 畆

……
自 勣' 車 φ 処4 価 値 の 調 査 が 十 分 行 わ れ て い な い 状 況 に お い て は 、 自 動 夲 の

・　　　 ●　　｜　　・　　　 ．　　１　　　　　　　 １　１　　' ｀' ゛　 ゛-゙“` ゛- ｆｈ ｇ ｙ Ｕ 衵 ４比関しｔ 資 産能 力、/他法等 利用し う る資 源の活 用 を怠 り、忌 避し てい る
こ とに は

Ｉ　　　　　　　　・　ａ　ｌ
●　?■-･･'ﾔJUj･1;万､j;'-｡当･-､ｔ は まらない と考 える。・　　　　 二

……=]yl;･i'･従1つて、 処分 庁が行 った 原処分は、 不当な 行 為であった と判断する 。
ノＴ二 ‾'ノ‾" Ｔ　ミ　　　　　　　　 士……､以上のとおり、本審査請求は理由があるので√行政不服審査法第４０条第３項の規

定に基づき、､主文のとおり裁決する。　　 二　　＞　 ・　　 ＼　卜　　　卜

平成一2･3年１月,1 3.日
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